
令和 2 年度 年間監査計画 

 

 赤平市監査基準第 7 条に基づき，令和 2 年度の年間監査計画を次のとおり定め，業務の効率的

かつ効果的な運営を図るものとする。 

 

１ 実施の基本方針 

  監査実施の基本方針は，赤平市監査基準に従い行うものとする。 

 

２ 監査等の種類及び対象等 

  年間の監査等の種類及び対象を次のとおり予定し，これに基づき実施する。ただし，必要の

あるときは計画を変更し実施することができる。 

⑴  定期監査 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定による監査は，令和 2 年度定期監査実施計画に基づき実

施するものとする。また，施設の管理状況等の監査については必要に応じ管理担当課の定期

監査に併せて実施する。 

なお，対象事務事業年度については，当該年度事業も考慮しながら基本的には前年度事業を

対象として実施する。 

 

⑵  随時監査 

地方自治法第 199 条第 5 項の規定による監査は，監査委員が必要があると認めたとき，定

期監査に準じて実施する。 

 

⑶ 行政監査 

地方自治法第 199 条第 2 項の規定による監査は，定期監査を実施する過程で，監査委員が

必要があると認めたとき，市の事務の執行が，合理的かつ効率的に行われているか，法令等

の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時実施する。 

 

⑷ 財政援助団体監査 

地方自治法第 199 条第 7 項の規定による監査は，財政援助団体の中で監査委員が毎年抽出

した交付率の高い団体について，当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ

効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。 

なお，対象事務事業年度については，当該年度事業も考慮しながら基本的には前年度事業 

を対象として実施する。 

 

⑸ 例月現金出納検査 

   地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定による検査は，会計管理者及び企業管理者の保管す

る現金（歳計現金，歳入歳出外現金，一時借入金，基金に属する現金及び預り金を含む。）の

現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに，現金の出納事務が適正に行

われているかどうかを主眼として，毎月，規程に定められた期日をもって実施する。 



 

 

⑹ 決算審査 

   地方自治法第 233 条第 2項及び地方公営企業法第 30条第 2項の規定に基づく審査は，一般

会計及び各特別会計の決算並びに病院事業会計及び水道事業会計の決算その他関係諸表の計

数の正確性を検証するとともに，予算の執行又は事業の経営が，適正かつ効率的に行われて

いるかどうかを主眼として，財政状況や経営状況についても分析し実施する。 

 

⑺ 基金運用状況審査 

   地方自治法第 241 条第 5 項の規定による審査は，基金の運用状況を示す書類の計数の正確

性を検証するとともに，基金の運用が，適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし

て実施する。 

 

⑻ 健全化判断比率審査 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定による審査は，健全化判断

比率（実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率及び将来負担比率）の算定基礎と

なる書類の計数の正確性を検証し，健全化判断比率が適正であるかどうかを主眼として実施

する。 

 

⑼ 資金不足比率審査 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第 1項の規定による審査は，公営企業に

おける資金不足比率の算定基礎となる書類の計数の正確性を検証し，資金不足比率が適正で

あるかどうかを主眼として実施する。 

 

３ 監査等の着眼点 

  監査等の着眼点は，都市監査基準に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択して決定する。

ただし，監査等の対象により，必要に応じて，その都度着眼点を追加して定めるものとする。 

 

４ 実施時期及び報告時期 

⑴ 定期監査 

ア 書類審査 定期監査実施計画に基づき行う。 

イ 報  告 定期監査実施計画に基づき行う。 

 

⑵ 随時監査 

ア 書類審査 必要があると認めたとき実施する。 

イ 報  告 定期監査に併せて行う。 

 

⑶ 行政監査 

  ア 書類審査 必要があると認めたとき実施する。 

イ 報  告 定期監査に併せて行う。 



 

 

⑶  財政援助団体監査 

  ア 書類審査 令和 3年 2月中 

  イ 報  告 定期監査に併せて行う。 

 

⑸ 例月現金出納検査 

  ア 検 査 日（概況聴取，講評） 

・一般会計，特別会計及び基金 毎月 15日までの火曜日，金曜日を基本とし，休日その他 

やむを得ない理由があるときは調整する。（午前 10時） 

   ・公営企業会計        毎月 30日までの火曜日，金曜日を基本とし，休日その他 

やむを得ない理由があるときは調整する。 

（病院事業会計 午前 10時，水道事業会計 午前 10時半） 

  イ 報  告 検査後，速やかに議長及び市長に報告する。 

 

⑹ 決算審査 

  ア 書類審査 公営企業会計  令和 2年 5 月 1日から令和 2年 6月 30 日まで 

一般，特別会計 令和 2年 7 月 1日から令和 2年 8月 31日まで 

  イ 報  告 審査結果の報告は，令和 2年 8月末までに，それぞれ意見書を市長に提出し，

決算書の一部として 9月議会の認定に付するものとする。 

 

⑺ 基金運用状況審査 

   決算審査に併せて行う。 

 

⑻ 健全化判断比率審査 

   決算審査に併せて行う。（令和 2年 8月中） 

 

⑼ 資金不足比率審査 

   決算審査に併せて行う。（令和 2年 8月中） 

 

５ 監査業務計画  

令和 2年度監査業務実施計画書のとおり 


